
○ 復興交付金は、復興特区法に基づき、東日本大震災により著しい被害を受けた地域における復興地域づ

くりに必要な事業を一括化し、一つの事業計画の提出により、被災地方公共団体へ交付金を交付するもの

であり、被災地の復興を支える中核的な制度。

○ 関連する事業の一括化のほか、自由度の高い効果促進事業、地方負担の手当て、基金の活用等、過去

の震災への対応にはない極めて柔軟な仕組み。

参考：東日本大震災復興特別区域法（抄）

第77条 特定地方公共団体である市町村（以下この章において「特定市町村」という。）

は単独で、又は、特定市町村と当該特定市町村の存する都道県（次節において「特定

都道県」という。）は共同して、東日本大震災により、相当数の住宅、公共施設その

他の施設の滅失又は損壊等の著しい被害を受けた地域の円滑かつ迅速な復興のために

実施する必要がある事業に関する計画（以下この章において「復興交付金事業計画」

という。）を作成することができる。

・被災地方公共団体の復興地域づくりに必要なハード事業を幅広く一括化

（５省40事業→右表参照）

基幹事業

効果促進事業等（関連事業）

・市町村の復興交付金事業計画全体（関連する県事業を含む）をパッ

ケージで復興局、支所等に提出

・基金の設置、交付・繰越・変更等の諸手続の簡素化

・基幹事業に関連して自主的かつ主体的に実施する事業

・使途の自由度の高い資金により、ハード・ソフト事業ニーズに対応

（補助率80％、基幹事業の事業費の35％が上限）

文部科学省

1 公立学校施設整備費国庫負担事業（公立小中学校等の新増築・統合）

2 学校施設環境改善事業(公立学校の耐震化等)

3 幼稚園等の複合化・多機能化推進事業

4 埋蔵文化財発掘調査事業

厚生労働省

5 医療施設耐震化事業

6 介護基盤復興まちづくり整備事業(「定期巡回・随時対応サービス」や「訪問看護ステーショ ン」の整備等)

7 保育所等の複合化・多機能化推進事業

農林水産省

8 農山漁村地域復興基盤総合整備事業（集落排水等の集落基盤、農地等の生産基盤整備等）

9 農山漁村活性化プロジェ クト支援(復興対策)事業（被災した生産施設、生活環境施設、地域間交流拠点整備等）

10 震災対策・戦略作物生産基盤整備事業（麦・大豆等の生産に必要となる水利施設整備等）

11 被災地域農業復興総合支援事業（農業用施設整備等）

12 漁業集落防災機能強化事業（漁業集落地盤嵩上げ、生活基盤整備等）

13 漁港施設機能強化事業（漁港施設用地嵩上げ、排水対策等）

14 水産業共同利用施設復興整備事業（水産業共同利用施設、漁港施設、放流用種苗生産施設整備等）

15 農林水産関係試験研究機関緊急整備事業

16 木質バイオマス施設等緊急整備事業

国土交通省

17 道路事業（市街地相互の接続道路等）

18 道路事業（高台移転等に伴う道路整備（区画整理））

19 道路事業（道路の防災・震災対策等）

20 災害公営住宅整備事業等(災害公営住宅の整備、災害公営住宅に係る用地取得造成等)

21 災害公営住宅家賃低廉化事業

22 東日本大震災特別家賃低減事業

23 公営住宅等ストック総合改善事業（耐震改修、エレベーター改修）

24 住宅地区改良事業（不良住宅除却、改良住宅の建設等）

25 小規模住宅地区改良事業（不良住宅除却、小規模改良住宅の建設等）

26 住宅市街地総合整備事業（住宅市街地の再生・整備)

27 優良建築物等整備事業

28 住宅・建築物安全ストック形成事業（住宅・建築物耐震改修事業）

29 住宅・建築物安全ストック形成事業（がけ地近接等危険住宅移転事業）

30 造成宅地滑動崩落緊急対策事業

31 津波復興拠点整備事業

32 市街地再開発事業

33 都市再生区画整理事業（被災市街地復興土地区画整理事業等）

34 都市再生区画整理事業（市街地液状化対策事業）

35 都市防災推進事業（市街地液状化対策事業）

36 都市防災推進事業（都市防災総合推進事業）

37 下水道事業

38 都市公園事業

39 防災集団移転促進事業

環境省

40 低炭素社会対応型浄化槽等集中導入事業

復興交付金①

地方負担の軽減

執行の弾力化・手続の簡素化

・基幹事業に係る地方負担分の50%を追加的に国庫補助

・なお生じる地方負担は地方交付税の加算により全額手当て※

※28年度以降に計上された復興交付金予算を財源として実施された効果促進事業については、

地方負担の95%を手当て。



○ 第５回配分（25年３月８日）にあわせ、復興のステージの高まりに応じた復興交付金の運用の柔軟化を実施。

① 基幹事業及び効果促進事業の採択対象の拡大（防災拠点施設や駅前駐輪場整備等）

② 効果促進事業の使い勝手の向上（一括配分に関し、使途の限定を廃止）

復興交付金の活用促進の方針

復興交付金の運用の柔軟化

○ 第10回配分(26年11月25日)にあわせ、災害公営住宅への入居や高台団地の引き渡しの段階へ移行しつつある状況を踏まえ、復興

交付金の活用により、今後の復興の仕上げを見据えた被災地の取組を弾力的に支援する方針を公表。

1 住宅供給の本格化に伴う新たな生活の立ち上げへの機動的な支援

２ 市町村による追悼・祈念施設整備への対応
３ 防集移転元地を活かした地域資源活用型復興の推進

・効果促進事業の一括配分の対象となる基幹事業に災害公営住宅整備事業を追加

・効果促進事業の一括配分の対象となる事業費の上限の引上げ(１億円⇒３億円)

○ 復興交付金は、被災地の要望を踏まえ、随時、制度の見直しを実施し、運用を柔軟化。

（申請書類の削減、交付決定前着手の創設、効果促進事業の一括配分の創設・使い勝手の向上 等）

(※)漁業集落防災機能強化事業、災害公営住宅整備事業、津波復興拠点整備事業、市街地再開発事業、都市再生区画整理事業、防災集団移転促進事業

○ 第２回配分（24年５月25日）にあわせ、効果促進事業の一括配分を創設。

○ 復興まちづくりの根幹をなす事業（※）には、幅広い関連事業が存在。交付手続の簡素化及び機動的な事業の実施のため、
効果促進事業の予算の一定割合(基幹事業の配分額の20％)を予め先渡し。

○ 県及び市町村は、使途内訳書の提出により、個別事業の交付申請・交付決定を経ず、迅速な事業実施が可能。

効果促進事業の一括配分

復興交付金②

平成28年度以降５年間(復興・創生期間)の復興事業について(27年６月24日復興推進会議決定)

〇 一括配分について、一事業当たりの事業費の上限（３億円）を撤廃し、配分額の上限を引き上げる（250億円⇒500億円）。

〇 効果促進事業により実施可能な事業メニューのパッケージ化と担当者の設置により、効果促進事業の活用を促進する。
⇒ 「地域の課題への対応強化のための効果促進事業の活用の促進に向けたパッケージ」を公表。（27年６月26日公表、28年４月26日、29年6月23日改訂）

自治体負担の導入（平成28年3月29日付け復興庁事務連絡）

〇 28年度以降に計上された復興交付金予算を財源として実施された効果促進事業について、事業費の１％を自治体負担の対象とすることを決定・周知。

復興交付金（効果促進事業）の活用について

〇 28年４月26日に、震災復興が新たなステージに入っている中で、新たに顕在化している地域の課題に対応すべく、復旧・復興事業により損壊した

道路舗装の補修、被災地における観光振興、離半島部等における暮らしの再建支援について、復興交付金（効果促進事業）の対象として明確化。

○ 29年6月23日に、移転先団地等における新たなコミュニティ形成への支援、土地の利活用に資する取組への支援について、復興交付金（効果促進
事業）の対象として明確化。



○ 基幹事業は、復興地域づくりに必要となる事業を一括化して実施。これまで、住まいの確保に関する事業

を中心に、道路事業、水産・漁港関連事業、下水道事業、農地整備事業等に多く配分。

○ 効果促進事業は、基幹事業に関連し、被災地方公共団体が自主的かつ主体的に実施するもの。復興地

域づくりの構想から防集跡地の利活用まで、復興のステージに応じた多様なニーズに対応。

※金額は事業間流用後の事業費

教育環境の整備等

・公立学校等の施設整備・環境改善事業（22市町村、99億円）

・その他、保育所の整備、下水道区域外の浄化槽の設置等を実施

(イチゴ団地(亘理町))(新市街地の造成(石巻市)) (災害公営住宅(相馬市))

住まいの確保

・災害公営住宅整備事業（63市町村、7,390億円）

・防災集団移転促進事業（28市町村、5,871億円）

・都市再生区画整理事業（22市町村、3,725億円）

都市機能の形成

・津波復興拠点整備事業（17市町、1,277億円）

・道路事業（50市町村、4,924億円）

・下水道事業（27市町村、1,923億円）

・都市公園事業（21市町村、614億円）

・市街地液状化対策事業（12市、819億円） 等

基幹事業の活用事例

基幹事業の工事の加速

地域の実情に沿ったまちづくりの実施

・具体的な利用見込みのある土地の嵩上げ

・津波避難監視カメラ、防災備蓄倉庫 等

まちのなりわい・にぎわいの再生

・一次産品の新商品開発、産業用地や観光交流施設の整備 等

・基幹事業と他事業との調整のためのコンサルタントの活用 等

復興・創生期間におけるまちづくりの構想

・維持管理費の推計と市内の公共施設の整備計画の作成 等

震災遺構の保存等への対応

効果促進事業の活用事例

（水産物加工処理施設 (宮古市)） (防災公園(岩沼市))

生業の再建

・水産・漁港関連施設整備事業（36市町村、2,588億円）

・農地整備、農業用施設等整備事業（40市町村、2,018億円）

復興交付金③

災害公営住宅における新たな生活の立ち上げ

・防集団地内のコミュニティ施設 等

移転先団地等における住宅の自力再建の支援

・住宅再建に係る相談会の開催 等

防集移転元地の利活用

・土地利用計画の検討・作成

・防集移転元地における広場、道路等の整備



復興交付金④

○ 23年度第３次補正予算から29年度予算までで、国費３兆3,273億円（事業費４兆1,350億円）を計上。

○ これまでに18回の配分を行い、国費３兆418億円（事業費３兆7,970億円）を配分。

国費 事業費

23年度第３次補正予算 １5,612 １9,307

24年度予算 2,868 3,584

25年度予算 5,918 7,397

25年度第１次補正予算 611 763

26年度予算 3,638 4,547

27年度予算 3,173 3,931

28年度予算（補正後） 930 1,165

29年度予算 525 655

合計 33,273 41,350

（単位：億円）

国費 事業費

第１回（24年３月２日） 2,510 3,055

第２回（24年５月25日） 2,612 3,165

第３回（24年８月24日） 1,435 1,806

第４回（24年11月30日） 7,148 8,803

第５回（25年３月８日） 1,997 2,538

第６回（25年６月25日） 527 632

第７回（25年11月29日） 1,832 2,338

第８回（26年３月７日） 2,142 2,616

第９回（26年６月24日） 542 702

第10回（26年11月25日） 3,365 4,242

第11回（27年２月27日） 1,538 2,037

第12回（27年６月25日） 544 735

第13回（27年12月１日） 1,345 1,667

第14回(28年２月29日） 1,187 1,487

第15回（28年６月24日） 172 210

第16回（28年12月1日） 779 991

第17回（29年２月28日） 688 873

第18回（29年6月23日） 55 74

合計 30,418 37,970

国費 事業費

岩手県 8,009 9,948

宮城県 17,916 22,241

福島県 3,449 4,340

その他 1,044 1,441

合計 30,418 37,970

予算額の内訳 各回の配分額 （単位：億円）

（単位：億円）（参考）県毎の配分額の内訳

注）事業費はそれぞれ配分時、予算計上時点での金額


